
政 策 解 説

「事業者と金融機関の信頼関係に基づく事業性融資に
関する基本的な考え方」の概要

監督局総務課事業性融資推進室

総合政策局リスク分析総括課リスク管理検査室

金融庁は、令和８年５月18日に「事業者と金
融機関の信頼関係に基づく事業性融資に関する
基本的な考え方」（以下、「事業性融資PS」
という）１を公表しました。本稿ではその主な
ポイントについてご紹介いたします。

１．背景
従来、日本の融資慣行は金融危機の経験から、

不動産担保や個人保証、公的保証に過度に依存
していると批判されてきました。金融庁では20
00年代以降、リレーションシップバンキングや
事業性評価に基づく融資等を後押しする方針を
打ち出し、金融検査マニュアルを廃止するなど、
様々な見直しを進めてきました。足元では、約
30年間伸び悩んでいた名目GDPや民間設備投
資等の指標が伸びに転じ、また、将来の拡大目
標が明示されるなど、民間事業者の将来を見据
えた投資意欲・資金需要の高まりが見込まれる

中、金融機関がこうした資金需要に適切に対応
していくことが求められています。
こうした中で、令和８年５月25日には「事業

性融資の推進等に関する法律」が施行され、事
業の将来性に基づく融資（事業性融資）を進め
るにあたっての有用な選択肢である企業価値担
保権が導入されました。導入に際しては2020年
以降、研究会や審議会を通じ、特に事業者と金
融機関のコミュニケーションのあり方等、事業
性融資の実務に関する議論が深められた他、推
進法の施行準備として、2024年以降は現場の融
資担当者との勉強会が開催されるなど、実務的
な議論が重ねられてきました。こうした一連の
議論を踏まえて、事業者と金融機関の信頼関係
を築くために、特に重要となるコミュニケー
ションのあり方を具体的に整理し、事業性融資
PSとして公表しました。

１ 「事業者と金融機関の信頼関係に基づく事業性融資に関する基本的な考え方」等（案）に対するパブリッ
ク・コメントの結果等の公表について（2026年５月18日）
https://www.fsa.go.jp/news/r7/sonota/20260518/20260518.html
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２．信頼関係構築に向けたコミュニケーション
のあり方
事業性融資に取り組むにあたっては、融資審

査の段階で事業性（事業の実態や将来性）を理
解し、将来キャッシュ・フローの見通しやその
不確実性といった個々の実情を踏まえ、融資後
の返済可能性を評価し、資金使途に見合った適
切な返済計画・融資手法等を選択することが求
められています。そして、企業の事業性を理解
するためには、事業者との事業計画等に基づく
コミュニケーションが必要となります。ここで
いう事業計画等については、金融機関と事業者
との間で

A）事業者がどのような行動をとる予定なの
か、その行動がどの程度事業見通しの達成に寄
与するのか

B）想定通りに行動できない・結果が得られ
ない場合に対する備えが可能であれば、それは
なにか

C）その見通しを支える/疑義を生じさせ得る
情報（例えば、過去の事業見通しの達成度や過
大なコストをかけずに収集できる外部情報）に
はどのようなものがあるのか、
といった事項について、共通理解を得られ、現
実的に進捗を確認できるものであることが重要

となります。
したがって、形式に囚われる必要はなく、例

えば、第三者によって作成されたものであった
り、事業者自身が進捗を管理できないほどに詳
細なものであったりする必要はありません。
また、融資後（期中管理）において着目して

いくべき点について、金融機関と事業者の目線
を合わせておくことも重要となります。その際
には、事業計画等と紐づくコベナンツ２が、重
要な役割を果たし得るものと想定されています。
事業計画等やコベナンツを理解するにあたって
は、事業者の規模や業種別の特性などにも留意
が必要です（「業種別支援の着眼点」等も参
照）。
融資後（期中管理）においては、融資審査時

に確認した・（あるいはその後に見直した）事
業計画等と比べ、事業がどのように推移してい
るのか、互いに確認することが想定されます。
例えば、事業計画等との乖離が生じつつある場
合（経営悪化の兆候が見られる場合）には、こ
れを早めに把握して、延滞等の深刻な事態に至
る前にその問題点の解消・対応策を議論し、場
合によっては事業計画等の見直しを含む経営改
善につなげていくことが重要となります（下図
参照）。
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２ 融資契約において借り手側に課せられる義務。財務（キャッシュフローの維持等）・非財務（情報開示義
務等）両面が想定され、特に事業性融資の文脈では、「借入人が、融資後において、事業の将来像の実現に
最大限努め、貸付人がその進捗状況をフォローする」という関係が、融資後も継続されるために有用な役割
を果たすものと考えられます。

＜参考＞事業の将来性に着目したコミュニケーションのイメージ



３．企業価値担保権の活用
事業性融資に必要な、事業者と金融機関の緊

密なコミュニケーションを支え、信頼関係を構
築するための法的基盤として整備したものが、
企業価値担保権です。
この制度は、借り手が総財産（将来性を含め

た事業全体）を担保とすることで、金融機関と
の事業の将来性に基づく資金調達の相談が円滑
になり、資金調達後も、業況を理解する金融機
関から経営支援を受けやすくなることを志向し
ています。したがって、これまでの不動産担保
のように、担保価値を算出し、その範囲内で借
入を受けられるという性質のものではなく、企
業価値の算定は、設定時や融資時ではなく、担
保権の実行前後に意識されるものと想定されて
います。

制度の活用により、例えば、企業価値担保権
に基づく貸し手は、平時より、事業者とのコ
ミュニケーションを深め、事業の将来性をより
よく理解することでメインバンク的な立場とな
り、経営改善のみならず事業拡大に向けた対話
の契機を早めに確保しやすくなることなどが期
待されます。また、経営改善や事業再生等の局
面においては、総財産（企業価値）について他
の債権者に優先することなどから、債権者間の
調整に伴う時間的コスト・先行きの不透明感を
解消し、迅速に経営改善・事業再生を支援でき
るようになるものと考えられます。
また、企業価値担保権が設定されている場合

には、前述２．の内容に加えて、以下の事項に
も注意が必要です。

＜参考＞企業価値担保権の概要
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（１）企業価値担保権付き融資における債務者
区分･格付の考え方
企業価値担保権付き融資では、その確かな法

的基盤の下で、金融機関が平時から事業者との
コミュニケーションを深め、必要に応じて適切
な事業者支援等を行うことにより、将来の業況
悪化回避の可能性を高め、事業者の事業継続性
や事業見通しの蓋然性を確保することができま
す。

そのため、債務者区分・格付の判断において
も、企業価値担保権の活用を通じた将来の業況
悪化回避の可能性を織り込むことが考えられま
す。企業価値担保権付き融資では、赤字・債務
超過という過去の指標・事業清算時に係る評価
のみに囚われず、企業価値担保権の機能の適切
な発揮を通じた将来のPDやLGDの改善等と
いった将来・定性情報を考慮することが重要と
なります。



もっとも、将来・定性情報を考慮するにあ
たっては、金融機関による事業者支援や事業計
画等の継続的なフォロー及び必要な見直し等の
態勢整備が前提となります。例えば、当初の見
積りと実績の乖離について継続的に検証し、必
要に応じて見積りの前提やモニタリングのあり
方を見直すことが必要となります。

（２）企業価値担保権信託
企業価値担保権の設定は、借り手を委託者、

企業価値担保権信託会社を受託者として締結さ
れる「企業価値担保権信託契約」によって行う
必要があります。
企業価値担保権の設定が信託によることとさ

れたのは、主として、①事業者（借り手）保護
等の観点から企業価値担保権者に限定を加えて
金融行政当局の監督に服させること、②事業者
の資金調達の便宜のために成長資金等を供給で
きる貸し手に対して広く企業価値担保権の利用
を認めること、という２つの目的を両立させる
ためです。一般的な信託（財産の長期的・集団
的管理機能、倒産隔離等を活用した信託類型）
とは性質が異なるため、企業価値担保権信託会
社が行う業務は一般の信託業と比べて定型的・
非裁量的な内容とされ、また、貸し手が企業価
値担保権信託会社を兼ねることも想定された制
度設計となっています。
企業価値担保権信託会社に求められる必要な

体制整備の水準については、「信託会社に関す
る総合的な監督指針（13企業価値担保権信託会
社）」に示されていますが、今般、事業性融資
PSにおいて更に具体化しています。

４．検査・監督のあり方
事業性融資に関する検査・監督は、個別の基

準や形式的なチェックリスト等に基づき機械
的・画一的に判断するものではなく、金融機関
の個性・特性を十分に踏まえた対話を通じて行
うこととしています。
事業性融資PSでは、企業価値担保権付き融

資に関する貸倒引当金の見積もり（債務者区

分・格付の判断を含む）について、少なくとも
企業価値担保権付き融資の取組開始後、当面の
間は、以下の方針で検査・監督を行うこととし
ています。
• 金融機関の経営陣の判断（会計監査人におい
て確認された事実も含む）を尊重する。

• 金融機関における事業者とのコミュニケー
ション・経営改善支援に係る態勢整備・見直
しの状況を確認するにあたっては、個別の融
資案件の状況も踏まえつつ、将来に向けて改
善の余地があるか（次回の対話において着眼
すべきポイントはあるか）に着目して対話を
行う。
また、事業性融資（企業価値担保権付き融資

も含む。）に関する検査・監督の具体的な進め
方として、次のプロセスを示しています。
① 金融機関に対して（１）金融機関の組織体

制、（２）信用リスク管理態勢、（３）企
業価値担保権に関する信託業務の運営体制
に関する資料を求め、必要に応じ、その内
容について対話を行う。

② 個別案件にかかる（１）審査関係資料、
（２）企業価値担保権に関する信託業務の
処理状況に関する資料等を確認し、その内
容について対話を行う。

③ 上記①、②による実態把握の結果、改善の
余地があると判断された事項があれば、そ
の点を共有し、次回の対話の際に確認する。
更に、将来の適切な時期において、改めて、

上記①～③を行います。その際、前回の対話に
おいて共有した改善事項があれば、フォロー
アップの対話を行います。

なお、金融庁としては、必要に応じ、事業性
融資の取組状況（企業価値担保権付き融資に係
る債務者区分・格付や貸倒引当金の算定も含
む。）を把握するため、会計監査人とも意見交
換を行います。
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５．おわりに
事業性融資の発展に向けた取組は、日本の企

業・経済の持続的成⻑を目指す上で重要な意義
を有しています。事業性融資は、事業の成⻑の
ために金融機関も一定のリスクを取るものであ
り、事業者だけでなく金融機関にも新しい挑戦
が求められます。一定の試行錯誤が想定される
ものの、失敗を過度に恐れることなく挑戦し、
その結果を踏まえ、何が有効で何が課題となる
のかを振り返り、改善を積み重ねながら、新た
な挑戦を続けていくことが重要になります。特
に企業価値担保権は全く新しい法制度であるた
め、その活用にあたって、まずは企業価値担保
権の制度趣旨が十分に理解される必要がありま
す。そのため、利用件数の多寡ではなく、その
本旨に沿って質の高い取組が進められるよう、
金融庁として、今後も、現場の担当者等の声を
聞きながら、事業性融資の発展に向けた取組
（企業価値担保権の適切な制度理解も含む。）
を後押ししてまいります。
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